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２ 教育・保育提供区域の設定

地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域であり、地理的条件、

人口、交通事情等の社会的条件や教育・保育施設の整備の状況等を総合的に勘案して設定する。

子ども・子育て支援事業計画 策定の流れ 1
ながの子育て
応援ｷｬﾗｸﾀｰ

１ 利用状況及び利用希望の把握

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況及び利用希望を把握するため、保護者に

対して利用希望把握調査(ニーズ調査)を行う。

〈基本的な指針(子ども・子育て支援事業計画の記載事項等)〉

平成30年9月～10月に実施

３ 各年度における教育・保育の量の見込み

子ども及びその保護者の教育・保育の利用状況及び利用希望把握調査(ニーズ調査)により
把握する利用希望を踏まえて、教育・保育提供区域ごとに各年度の教育・保育の量の見込みを
とりまとめる。

４ 確保方策（確保の内容及びその実施時期）

教育・保育提供区域ごと及び子どもの認定区分ごとに、確保方策（教育・保育の提供体制の
確保の内容及びその実施時期）を定める。



確保方策とは 2
ながの子育て
応援ｷｬﾗｸﾀｰ

・確保方策は、幼児期の教育・保育について、量の見込みに対し、施設（保育園、幼稚園、認定こども園）な

どによる提供体制を、いつ、どのように確保するかを、教育・保育提供区域や子どもの認定区分ごとに設

定するものです。

・量の見込みに対して確保方策に不足がある場合には、施設などの整備が必要です。

・地域子ども・子育て支援事業についても確保方策を設定し、量の見込みとの差がある場合には、事業整

備が必要です。

量の見込み＝利用に関する需要量 確保方策＝定員等の供給量

需要（量の見込み）＞供給（確保の状況）→原則認可・認定（適格性・認可基準を満たす申請者である場合）
需要（量の見込み）＜供給（確保の状況）→認可・認定を行わないことができる（＝需給調整）

○子ども・子育て支援事業計画と認可・認定の関係について
教育・保育提供区域ごとに、量の見込みと確保の方策の状況に応じ、次のとおり、保育園や認定こども園

の認可・認定等を行います。

量の見込みに対して
不足がある場合は
整備が必要

量の見込み 確保方策

・保育園等の定員の拡大
・幼稚園から認定こども園
への移行

など



量の見込みと確保方策の計画への掲載イメージ 3
ながの子育て
応援ｷｬﾗｸﾀｰ

例 現行計画（当初）における３号認定（１・２歳）の量の見込みと確保方策（抜粋）

➊利用状況やニーズ調査により把握した利用希望を踏まえて設定した量の見込み

➋量の見込みに対応した確保方策
①提供区域では、確保の内容106人で５年間において量の見込み全量が確保できる状況
②提供区域では、平成27年度は量の見込み735人に対し、確保の内容が678人で△57人
→保育園の定員増などにより平成29年度に量の見込みと同数の685人を確保
計画期間最終年度の平成31年度には量の見込み641人に対して＋44人

・・・➊
・・・➋

・・・➊

・・・➋

〇幼児期の教育・保育、放課後子ども総合プラン



量の見込みと確保方策の計画への掲載イメージ 4
ながの子育て
応援ｷｬﾗｸﾀｰ

例 現行計画（当初）における養育支援訪問事業の量の見込みと確保方策

➊実績から算出した訪問率と推計児童数により設定した量の見込み

➋量の見込みに対応した確保方策
全ての要支援者への支援体制の確保を図るため、各年度の確保の内容は量の見込みと同数に設定

・・・➊

・・・➋

〇地域子ども・子育て支援事業（放課後子ども総合プランを除く）


